
平成２６年度 第４回 屋久島山岳部利用対策協議会

会 次 第

日 時：平成２７年３月２６日（木）

１６：００～１７：００

場 所：屋久島町役場本庁２階会議

１ 開 会

２ 協議事項

（１）平成２６年度事業実績及び平成２７年度事業計画（案）について

（２）屋久島山岳部保全募金について

（３）平成２７年度副会長の選任について

（４）その他

３ 閉 会
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屋久島山岳部利用対策協議会規約

（設 置）
第１条 近年，屋久島の山岳部への入り込み者の増加に伴い，一部登山者のマナーの問
題等により，自然環境への影響が懸念されることから，当該地域の自然環境の持続可
能な利用及び保全対策を検討するため，屋久島山岳部利用対策協議会（以下「協議
会」という）を置く。

（組 織）
第２条 協議会の委員は，以下の関係機関の代表者により構成する。
林野庁屋久島森林管理署 林野庁屋久島森林生態系保全センター 環境省屋久島自然
保護官事務所 鹿児島県自然保護課 鹿児島県観光課 鹿児島県熊毛支庁屋久島事務
所 鹿児島県屋久島警察署 屋久島町 屋久島町議会 公益社団法人屋久島観光協会
鹿児島県レンタカー協会屋久島支部 公益財団法人屋久島環境文化財団

（会長等）
第３条 協議会には会長１名，副会長１名を置く。
２ 会長は，屋久島町長とし，副会長は会長が指名する。
３ 会長は任務を総理し，副会長は会長に事故等があるとき，会長の職務を代行する。
４ 会長，副会長の任期は４月１日から翌年３月３１日までの１年とする。任期満了
の場合の後任者決定までは，なおその職務を行う。

（会 議）
第４条 協議会は必要に応じ会長が召集する。
２ 協議会の議長は会長がこれにあたる。

（実務担当者会）
第５条 協議会での議事の円滑な進行を図るため，協議会に関係機関の担当者により構
成する実務担当者会を置く。
２ 実務担当者会は必要に応じ，会長が招集する。
３ 実務担当者会の議長は，あらかじめ会長の指名する者がこれにあたる。

（費用負担）
第６条 協議会の運営に必要な経費については，それぞれの機関において負担する。

（事務局）
第７条 協議会の事務局は，会長の指定する機関に置く。

（その他）
第８条 この規約に定めるものの他，必要なものは別に定める。

附則 １ この規約は，平成 ６年 ７月１４日から施行する。
２ この規約は，平成 ７年 ４月１７日から施行する。
３ この規約は，平成 ８年 ４月１８日から施行する。
４ この規約は，平成１０年 ６月３０日から施行する。
５ この規約は，平成１１年 ４月１２日から施行する。
６ この規約は，平成１２年 ４月１８日から施行する。
７ この規約は，平成２０年 ３月２４日から施行する。
８ この規約は，平成２０年１１月２０日から施行する。
９ この規約は，平成２５年 ３月２６日から施行する。
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所　　　属　　　名 職　　　名 氏　　　名 備考

林野庁屋久島森林管理署 署 長 樋 口 浩

林野庁屋久島森林生態系保全センター 所 長 前 田 三 文

環境省
屋久島自然保護官事務所

自 然 保 護 官 加 藤 倫 之

屋久島警察署 署 長 今 村 勝 志

町 長 荒 木 耕 治 会　長

環 境 政 策 課 長 松 田 賢 志

商 工 観 光 課 長 松 本 薫

屋久島町議会 議 長 日 髙 好 作

会 長 松 本 毅

ガ イ ド 部 会 長 満 園 茂

鹿児島県レンタカー協会
屋久島支部

会 長 中 島 耕次郎

公益財団法人
屋久島環境文化財団

事 務 局 長 溝 口 正 明

まつばんだ交通バス(株) 代 表 取 締 役 藤 山 倉 作 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

種子島屋久島交通（株）
屋久島支社

所 長 島 﨑 初 則 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

自 然 保 護 課 長 則 久 雅 司

観 光 課 長 倉 野 満

熊毛支庁屋久島事務所長 西 慎一郎 副会長

平成２６年度　屋久島山岳部利用対策協議会 委員名簿

屋久島町

公益社団法人
　屋久島観光協会

鹿児島県
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月日 事項 内容等

平成26年3月1日
～11月30日

縄文杉ルートにおける携帯トイレブー
スの追加設置

平成24年度から引き続き，屋久島山岳部利用対策協議会が設置主体となっ
て，マイカー規制期間（3月1日～11月30日）に，縄文杉ルートにおける3箇所
（小杉谷小学校跡地，大株歩道入口手前のトロッコ転換地点，大王杉手前
植生保護デッキ近くの資材置き場）に携帯トイレブースを設置。

平成26年5月3日
～5月5日

縄文杉周辺マナー指導
ＧＷ期間中（5/3～5の３日間）に，縄文杉周辺のマナー指導を実施。
→林野庁（１日間），環境省（１日間），県（１日間）

平成26年6月10日
第1回屋久島山岳部利用対策協議会
実務担当者会議

【議題】
１  屋久島山岳部保全募金について
２　鹿之沢小屋及び石塚小屋への携帯トイレブースの併設について
　→鹿之沢小屋及び石塚小屋に併設する携帯トイレブースの設置主体，維
持管理等に関する事項について協議を行う。
３　その他

平成26年7月10日 荒川登山道安全点検

林野庁（4人），環境省（2人），屋久島町（4人），財団（2人），県（3人）で，荒川
登山道の安全点検を実施。
→前回からの点検箇所（13カ所）については，大きな変化なく，経過観察する
こととなった。また，新たに１カ所，点検箇所を追加することとなった。

平成26年7月25日 第1回屋久島山岳部利用対策協議会

【議題】
１　屋久島山岳部保全募金について
　(1) 平成25年度の募金の収支決算について
　(2) 今後の募金の見込みについて
２　避難小屋（鹿之沢及び石塚）への携帯トイレブースの併設について
　→「避難小屋（鹿之沢及び石塚）への携帯トイレブース等の併設にかかる
取り決め事項」（設置主体，維持管理に関する事項）について了承。
３　その他

平成26年8月10日
～8月23日

縄文杉周辺マナー指導

夏休み期間中（8/10～23の8日間）に，縄文杉周辺のマナー指導を実施。
→林野庁（1日間），環境省（1日間），県（1日間），財団（2日間），屋久島町（1
日間），観光協会（2日間）
※8/9も実施予定であったが，台風のため中止

平成26年8月11日 石塚避難小屋現地調査
林野庁（1名），環境省（2名），県（2名），屋久島町（3名），観光協会ガイド部
会（1名）で，石塚避難小屋に併設する仮設携帯トイレブースの設置場所の
確認と石塚避難小屋の補修に係る現状調査を実施

平成26年9月9日 鹿之沢避難小屋現地調査
林野庁（2名），環境省（3名），県（2名），屋久島町（3名），財団（2名），観光
協会ガイド部会（1名）で，鹿之沢避難小屋に併設する仮設携帯トイレブース
の設置場所の確認と鹿之沢避難小屋の補修に係る現状調査を実施

平成26年10月9日
第2回屋久島山岳部利用対策協議会
実務担当者会議

【議題】
１　屋久島山岳部保全募金の収受率向上対策について
２　屋久島山岳部保全募金の支出経費削減対策について
３　その他

平成26年12月25日 第2回屋久島山岳部利用対策協議会

【議題】
１　屋久島山岳部保全募金について
２　新高塚小屋のＴＳＳトイレについて
３　その他

平成27年1月19日 第5回屋久島町入島税等検討会議

【議題】
１　屋久島での入山税（料）の導入検討について
２　対象経費の検討について
→第２回屋久島山岳部利用対策協議会での協議内容を報告

平成27年2月4日 第3回屋久島山岳部利用対策協議会

【議題】
１　屋久島山岳部保全募金について
２　平成２７年度縄文杉ルートにおける携帯トイレブース追加設置にかかる
取り決め事項について
３　新高塚小屋のＴＳＳトイレについて
４　その他

平成27年3月1日～
縄文杉ルートにおける携帯トイレブー
スの追加設置

屋久島山岳部利用対策協議会が設置主体となって，マイカー規制期間（3月
1日～11月30日）に，縄文杉ルートにおける3箇所（小杉谷小学校跡地，大株
歩道入口手前のトロッコ転換地点，大王杉手前植生保護デッキ近くの資材
置き場）に携帯トイレブースを設置。

平成27年3月12日 荒川登山道安全点検

林野庁（2人），環境省（2人），屋久島町（3人），財団（1人），県（3人）で，荒川
登山道の安全点検を実施。
→前回からの点検箇所（14カ所）については，大きな変化なく，経過観察する
こととなった。

平成27年3月26日 第6回屋久島町入島税等検討会議
【議題】
１　屋久島町入島税等検討会議での検討のとりまとめについて
２　その他

平成27年3月26日 第4回屋久島山岳部利用対策協議会

【議題】
１　平成26年度事業実績及び平成27年度事業計画（案）について
２　屋久島山岳部保全募金について
３　平成27年度副会長の選任について
４　その他

平成２６年度事業経過（屋久島山岳部利用対策協議会）

3



平成26年度事業実績及び平成27年度事業計画（案）について

平 成 ２ ７ 年 度 事 業 平 成 ２ ６ 年 度 事 業
施 策 名

事 業 計 画 事 業 主 体 事 業 実 績 事 業 主 体

１ マナー (1)ﾏﾅｰｶﾞｲﾄﾞ･ﾘｰﾌﾚｯﾄの作成･配布 県自然保護課 (1)ﾏﾅｰｶﾞｲﾄﾞ･ﾘｰﾌﾚｯﾄの作成･配布 県自然保護課
啓発 マナーガイド約31,000部，携帯トイレリーフ 屋久島町 マナーガイド約31,000部，携帯トイレリーフ 屋久島町

レット約15,000部作成して，ＧＷから夏休み終 屋久島環境文化財団 レット約15,000部作成して，ＧＷから夏休み終 屋久島環境文化財団
了を中心に交通機関等に依頼して配布。 屋久島観光協会 了を中心に交通機関等に依頼して配布。 屋久島観光協会

＜配布先＞ 県屋久島事務所 ＜配布先＞ 県屋久島事務所
交通機関（種子屋久高速船 折田汽船 鹿商海運 JAC），協議会会員，関係機関 など 交通機関（種子屋久高速船 折田汽船 鹿商海運 JAC），協議会会員，関係機関 など

(2)放送等による啓発 各交通機関 (2)放送等による啓発 各交通機関
船内・機内にて実施 船内・機内にて実施
マナービデオの放映 マナービデオの放映

(3)ゴミ持ち帰りキャンペーンの実施 各関係機関 (3)ゴミ持ち帰りキャンペーンの実施 各関係機関

(4)監視指導員等の配置 林野庁 (4)監視指導員等の配置 林野庁
・縄文杉周辺 環境省 ・縄文杉周辺 環境省

（４月～８月の間に１２日間） 県自然保護課 （４月～８月の間に１１日間） 県自然保護課
林野庁，環境省，県，財団，屋久島町， 県屋久島事務所 林野庁，環境省，県，財団，屋久島町， 県屋久島事務所
観光協会・・・各２日間 屋久島町 観光協会・・・各１～２日間 屋久島町

屋久島観光協会 屋久島観光協会
屋久島環境文化財団 屋久島環境文化財団

・ｸﾞﾘｰﾝｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌによる巡視活動 林野庁 ・ｸﾞﾘｰﾝｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌによる巡視活動 林野庁

(5)山岳部保全募金荒川登山口業務員の配置 協議会 (5)山岳部保全募金荒川登山口業務員の配置 協議会
・3月1日～11月30日(9月間) ・3月1日～11月30日(9月間)

(6)縄文杉荒川線一般車両乗り入れ規制 屋久島山岳部車両 (6)縄文杉荒川線一般車両乗り入れ規制 屋久島山岳部車両
①期間 3月 1日～11月30日(9月間) 運行対策協議会 ①期間 3月 1日～11月30日(9月間) 運行対策協議会
②チラシ作成 ②チラシ作成
③看板設置 ③看板設置
④町広報 ④町広報

(7)縄文杉ルートの喫煙場所設定に関する自主 協議会 (7)縄文杉ルートの喫煙場所設定に関する自主 協議会
ルールの啓発 ルールの啓発

２ 縄文杉 (1)縄文杉周辺の立入り禁止→継続 (1)縄文杉周辺の立入り禁止→継続
周辺の
立入り (2)監視指導及び施設利用方針 (2)監視指導及び施設利用方針
禁止措 展望デッキ混雑時の休憩所等への利用誘導 各関係機関 展望デッキ混雑時の休憩所等への利用誘導 各関係機関
置 休憩所・避難小屋 → 食事・休息等 休憩所・避難小屋 → 食事・休息等

(3)その他 (3)その他
代替展望デッキ（北側）の整備 環境省 代替展望デッキ（北側）の設計 環境省

３ 施 設 ・縄文杉登山ルートにおける仮設携帯トイレブ 協議会 ・縄文杉登山ルートにおける仮設携帯トイレブ 協議会
整備等 ース設置(3～11月：3基） ース設置(3～11月：3基）

・避難小屋（鹿之沢及び石塚）への仮設携帯ト 協議会 ・避難小屋（鹿之沢及び石塚）への仮設携帯ト 協議会
イレブースの設置（2基） イレブースの設置（2基）

・淀川橋の撤去 環境省

４ その他 (1)登山道の整備，維持補修等 (1)登山道の整備，維持補修等
・新高塚小屋公衆トイレ点検・清掃 環境省・協議会 ・新高塚小屋公衆トイレ点検・清掃 環境省・協議会
・新高塚小屋外３箇所避難小屋及び付帯トイレ 県観光課 ・新高塚小屋外３箇所避難小屋及び付帯トイレ 県観光課

維持管理 維持管理
・バイオトイレ，淀川登山口トイレ維持補修 協議会 ・バイオトイレ，淀川登山口トイレ維持補修 協議会

(2)グリーンワーカー事業 (2)グリーンワーカー事業
・登山道の補修・清掃 環境省 ・登山道の補修・清掃 環境省
・携帯トイレ普及啓発 環境省 ・携帯トイレ普及啓発 環境省

(3)荒川登山バスの運行（９月間） 屋久島山岳部車両 (3)荒川登山バスの運行（９月間） 屋久島山岳部車両
・3月 1日～11月30日 運行対策協議会 ・3月 1日～11月30日 運行対策協議会

(4)荒川登山道安全点検の実施（7月,2月） 関係機関 (4)荒川登山道安全点検の実施（7月,3月） 関係機関
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H27.3.26 屋久島山岳部利用対策協議会

（自然保護課）

屋久島山岳部保全募金について

１ 募金の収支について
  【平成 26 年度（２月末現在）収支】

募 金 総 額             19,573,477 円 ・・・① 

支 出 経 費              21,985,400 円

  うちし尿搬出経費          17,500,585 円

      その他経費                4,484,815 円

・・・② 

    H26 単年度収支 （①－②）      ▲ 2,411,923 円 ・・・③ 

    前年度繰越額                   5,982,793 円 ・・・④ 

H27 年 2 月末残額 （③＋④）         3,570,870 円  

【募金額の比較】                                               (単位:円) 

 H26(2 月末) H25(3 月末) H24(3 月末) H23(3 月末)

募  金  総  額 19,573,477 21,091,836 19,832,400 17,394,736 

募

金

窓

口

別

荒川登山口(業務員分） 10,905,709 16,043,647 14,039,313 14,444,881 

荒川登山口(上記以外） 409,219 325,385 309,798 260,304 

淀 川 登 山 口 744,435 710,683 544,318 539,179 

島 内 窓 口 833,501 797,424 846,879 723,372 

大口（企業等募金） 6,680,613 3,214,697 4,092,092 1,427,000 

【搬出し尿量及び経費の比較】                                  (単位:㍑，円) 

 H26(2 月末) H25(3 月末) H24(3 月末) H23(3 月末) 

高 塚

搬 出 量       2,420       2,180 3,320 4,200

経   費

(単  価)
3,872,758 

(31.8 千円)

3,400,787 

(31 千円)

5,677,513

(34 千円)

5,502,979

(26 千円)

新 高 塚

搬 出 量       3,020       1,980 1,220 2,320

経   費

(単  価)
7,324,255

 (48.3 千円)

 4,672,901

 (47 千円)

3,062,182

(50 千円)

5,127,242

(44 千円)

淀 川

搬 出 量       4,060       4,600 6,320 7,040

経   費

(単  価)
3,796,912

 (18.5 千円)

 4,185,618

 (18 千円)

6,382,673

(20 千円)

4,646,683

(13 千円)

鹿 之 沢

搬 出 量         500   1,020 1,280 740

経   費

(単  価)
1,239,844

 (49.3 千円)

 2,461,685

 (48 千円)

3,343,073

(52 千円)

1,598,854

(43 千円)

石 塚

搬 出 量         520     480 520 280

経   費

(単  価)
1,266,816

 (48.3 千円)

 1,140,495

 (47 千円)

1,312,495

(50 千円)

605,570

(43 千円)

合    計
搬 出 量      10,520     10,260 12,660 14,580

経   費 17,500,585 15,861,486 19,777,936 17,481,328
    ※単価(運搬)は 20 ㍑あたり。経費には汲み取り料金が加算される。 
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２ 山岳部保全募金の今後の見込み（平成 27 年 3 月末）

                       【H23 実績】  【H24 実績】   【H25 実績】 【H26（2 月末）実績)】 【H26(3 月末)実績見込】

募 金 総 額

支 出 経 費

17,395(千円)

19,981(千円)

19,832(千円)

22,794(千円)

21,092(千円)

19,045(千円)

19,573(千円)

21,985(千円)

 20,573(千円)

 23,707(千円)

(うちし尿搬出経費) 

(その他経費) 

17,481(千円)

 2,500(千円)

19,778(千円)

 3,016(千円)

15,861(千円)

 3,184(千円)

17,501(千円)

 4,484(千円)

 18,174(千円)

  5,533(千円)

単 年 度 収 支 ▲2,586(千円) ▲2,962(千円)   2,047(千円) ▲2,412(千円) ▲3,134(千円)

 前 年 度 繰 越 額          9,484(千円)   6,898(千円)   3,936(千円)   5,983(千円)    5,983(千円)

年 度 末 残 額  6,898(千円)   3,936(千円) 5,983(千円)   3,571(千円) 2,849(千円)

(1) 山岳部トイレ周辺に貯蔵しているし尿の搬出等について 

山岳部保全募金の不足により，高塚小屋・新高塚小屋・淀川小屋のトイレにおいて，

搬出できないし尿をトイレ周辺にバケツで貯蔵していたが，以下の方法で搬出。  

① 屋久島町だいすき基金（2,000 千円）を活用した搬出（３月に搬出） 

② 山岳部保全募金（644 千円）を活用した搬出（３月に搬出） 

③ ガイド有志（33 名）とし尿搬出業者による無償搬出（２月 23 日に搬出） 

(単位:㍑) 

Ｈ２６年度 

し尿搬出量 

搬出財源の内訳 
山岳部保全募金 

（うち３月搬出分） 
屋久島町だいすき基金 

ガイド有志とし尿搬出

業者による無償搬出 

高 塚 ３，５４０ ２，４２０ １，０８０ ４０

新高塚 ３，７４０ ３，０２０ １２０ ６００

淀 川 ４，６００
４，６００

（５４０）
０ ０

鹿之沢 ５００ ５００ ０ ０

石 塚 ５８０
５８０

（６０）
０ ０

合 計 １２，９６０
１１，１２０

（６００）
１，２００ ６４０

＜参考：屋久島町だいすき寄附条例＞ 

（目的） 

第１条 この条例は，寄附金を財源として，寄附者の社会的投資に対する意向を具体化することにより，寄附を通じた

住民参加型の地方自治を実現し，個性豊かな活力あるまちづくりに資することを目的とする。 

（事業の区分） 

第２条 前条に規定する寄附者の社会的投資を具体化するための事業は，次に掲げるとおりとする。 

(１) 屋久島及び口永良部島における環境保全対策事業 

(２) 屋久島及び口永良部島の活性化に関する事業 

（基金の設置） 

第３条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため，屋久島町だいすき基金（以下「基金」という。）を設

置する。 
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ＫＤＤＩ株式会社コンシューマ営業本部コンシューマ九州支社及び 

株式会社ピーアップによる屋久島山岳部保全募金目録贈呈式について 

１ 目録贈呈に至る経緯 

  ＫＤＤＩ株式会社コンシューマ営業本部コンシューマ九州支社（以下、ＫＤＤＩ九州）

及び株式会社ピーアップ（以下、ピーアップ）より、ＫＤＤＩ九州及びピーアップが行

う事業による寄付を行いたい旨の連絡が屋久島町総務課にあり，屋久島山岳部保全募金

として寄付していただきたいと回答したところ、今回の目録贈呈に至ったもの。

２ 贈呈式 

  日 時：平成 27年 3月 4日（水）午前 11時から
場 所：屋久島町役場本庁会議室

出席者：ＫＤＤＩ(株)九州支社長 江口高介氏ほか
(株)ピーアップ代表取締役社長 中込正典氏ほか

    屋久島町長 荒木耕治ほか

３ 寄付内容 

  ①ＫＤＤＩ九州

   ＫＤＤＩ株式会社では各支社で「+α プロジェクト」という社員参加型の社会貢献
事業を実施しており、平成 26年度分を屋久島に寄付することを決定した。
ＫＤＤＩ九州に所属する社員が所有するａｕポイント（ＫＤＤＩブランドａｕの携

帯端末の使用料金により溜まるポイント）を募り、そのポイントを換金する。

寄付金額は 20万円で、平成 27年 4月以降に入金される予定。

  ②ピーアップ

   ピーアップはＫＤＤＩやドコモ等の携帯端末販売ショップの運営や運営コンサルテ

ィング業務等を行う企業である。

   平成 27年度に、ａｕショップ屋久島店で販売された携帯電話端末１台につき 100円
の寄付を行うものである。4年間の平均販売台数は 585台／年であることから、寄付金
額は年間で 6万円前後であると考えられる。
販売台数の集計を月締めで行い、翌月初旬に一カ月分が入金される予定。
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第２回「かごしま・人・まち・デザイン賞」における「高塚避難小屋」の受賞

について 
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